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信用保証のしくみ

　信用保証協会は、信用保証業務に伴う不測の事態に備えて充分な資金的裏づけを必要とします。この
ため、地方公共団体や金融機関等から出捐金、負担金を受けて運営の基礎としています。また、日本政策
金融公庫からは信用保険によりバックアップを受けるとともに、地方公共団体からは一部損失補償による
補填を受けています。信用保証協会は、この支払いを受けた保険金や損失補償金を受領後、代位弁済し
た中小企業者からの回収金を保険金や損失補償金の割合に応じて日本政策金融公庫や地方公共団体へ
納付することになっています。このような信用保証・信用保険・損失補償を総称して信用補完制度と呼ん
でいます。

　信用保証制度は、貸付の窓口である金融機関、利用者である中小企業者、保証人である保証協会
の三者が基本となります。
①中小企業者は、保証協会に信用保証委託申込みをします。申込み方法としては、金融機関を経由

して申込む方法と県・市町村・商工会議所・商工会・中小企業団体中央会等の申込受付機関を経
由して申込む方法があります。

②保証協会は、申込中小企業者の信用調査を行います。
③保証協会が信用調査の結果、信用保証を適当と認めたときは、金融機関に対し信用保証書を発行

します。
④金融機関は、信用保証書に基づいて中小企業者に融資を行います。このとき中小企業者には、所

定の信用保証料を金融機関を経由して保証協会へ納めていただきます。
⑤中小企業者は、借入契約に従って金融機関に借入金を返済します。
⑥、⑦中小企業者が倒産等によって、借入金の全部または一部の返済ができなくなったとき、金融

機関は保証協会に代位弁済の請求を行います。
⑧保証協会は、この請求に基づいて中小企業者に代わって借入金の残債務を金融機関に支払いま

す。これを代位弁済といいます。
⑨保証協会は、代位弁済によって取得した求償債権を中小企業者に請求します。
⑩中小企業者は、保証協会に対して求償債務を返済します。
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コンプライアンス態勢

　信用保険制度とは、保証協会の信用保証業務を日本政策金融公庫が再保険する制度をいいます。
①保証協会が中小企業者のために金融機関に対して行う債務の保証について、原則としてすべて保険関

係が成立する旨の契約を保証協会と日本政策金融公庫の間で締結します。
②保証協会が一定の要件を備えた信用保証を行ったときは、①の契約に基づいて日本政策金融公庫に対

して保証通知を行うとともに信用保険料を支払います。
③保証協会が金融機関に対して代位弁済をしたときは、この事実を日本政策金融公庫に通知し、事故発

生から一定期間を経過した後に保険金を請求します。
④日本政策金融公庫は、この請求に基づいて保険の種類ごとに定められた填補率（代位弁済額の元本部

分の70％、80％または90％）により保険金を支払います。
⑤保証協会が保険金の受領後に求償債権を回収したときは、日本政策金融公庫に対して、填補率に応じ

て回収金を納付します。

　千葉県信用保証協会は、公的使命と社会的責任の重みを常に認識し、健全な業務運営を通じて揺るぎ
ない信頼の確立を図るため、役職員一丸となってコンプライアンスの実践に、積極的に取組んでいます。
　当協会のコンプライアンスは「法令等の遵守」と定義付け、①信用保証協会の公共性と社会的責任②質
の高い信用保証サービス③法令やルールの厳格な遵守④反社会的勢力との対決⑤地域社会に対する貢
献としており、「信用保証協会倫理憲章」を基本方針とし、「具体的行動規範」に基づいて行動しています。
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具体的行動規範

コンプライアンス組織体制図

監　事 理事会 弁護士等

コンプライアンス
委員会

コンプライアンス
統括部署

職　　　員　　　等

コンプライアンス
担当者

常勤役員会
(常勤役員)

　６．反社会的勢力（不当要求行為）との対決
　７．外部からの苦情・トラブルへの対応
　８．職場秩序の維持
　９．違反行為の報告
１０．懲罰

１．法令・ルール等の遵守
２．誠実な職務の遂行
３．守秘義務の履行
４．職務上の地位と関係者との付き合い
５．コンプライアンス関連事項への対応

報告・連絡・相談

指示

調査・チェック
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